
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料１ 三重県地球温暖化対策実行計画の概要  
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１ 計画の目的・位置づけ   

  三重県地球温暖化対策実行計画は、県民、事業者、行政等の様々な主体が三重県域から排出される

温室効果ガスの削減に力を合わせて取り組むことにより、豊かさを実感できる低炭素社会の実現をめ

ざしています。また、この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の 3 で規定する「地

方公共団体実行計画（区域の自然的社会的条件に応じた施策）」として、「三重県新エネルギービジョ

ン」、「三重県廃棄物処理計画」、「三重の森林づくり基本計画」などの地球温暖化対策に関連する諸計

画と連携して策定しています。 

 

２ 計画の期間・基準年度  

  計画の期間は、平成 24（2012）年度から平成 32（2020）年度としています。基準年度は、平成 2

年（1990）年度（京都議定書の基準年度）としていますが、平成 17（2005）年度との比較についても

示しています。 

 

３ 対象とする温室効果ガス  

  計画において削減対象とする温室効果ガスは、以下の 6物質としています。 

 

温室効果ガス 排出を伴う活動の概要 

二酸化炭素（CO2） 

化石燃料の燃焼により大気に排出されます。プラスチックを焼却することで

も排出されます。化石燃料を使用している火力発電による電気を使用す

ることでも間接的に排出されます。 

メタン（CH4） 
燃料の燃焼によってCO2とともに排出されるほか、廃棄物の埋立や農畜産

業の分野からも排出されます。 

一酸化二窒素（N2O） 
メタンと同様に、燃料の燃焼によって CO2 とともに排出されるほか、農畜産

業の分野からも排出されます。病院で麻酔剤としても使用されています。 

代替フロン等３ガス  

 ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCS） 
冷蔵庫の冷媒などに使用されています。 

パーフルオロカーボン類 

（PFCS） 
半導体の製造過程などに使用されています。 

六ふっ化硫黄（SF6） 電気絶縁ガスなどに使用されています。 

 

  






